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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電子機器が着脱自在に装着される第２の電子機器のホルダに取り付けられる外部
ロック装置であって、
　前記ホルダは、前記第１の電子機器の取り外し操作用の操作部材を備え、
　前記操作部材は、前記ホルダの外表面とほぼ面一となる第１の位置と、前記ホルダの前
記外表面から突出する第２の位置との間で移動可能に構成され、
　前記ホルダは、前記操作部材を前記第１の位置から前記第２の位置へ移動させる操作が
なされると、前記第１の電子機器が取り外し可能となるように構成されており、
　前記外部ロック装置は、
　施錠部材と、
　前記施錠部材の施錠時に施錠位置に回転し、非施錠時に非施錠位置に回転する軸部材と
、
　前記施錠部材の軸部材に結合された移動部材と、を備え、
　前記移動部材は、前記軸部材が前記施錠位置にあるとき、前記操作部材が前記第２の位
置に位置することとなる空間に移動し、前記軸部材が前記非施錠位置にあるとき、前記空
間から退避する、外部ロック装置。
【請求項２】
　前記操作部材は、前記ホルダの長手方向の端部に配置されて、前記長手方向に平行に移
動するように構成され、
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　前記第１の位置は、前記操作部材が前記ホルダの前記端部の外表面とほぼ面一となる位
置であり、
　前記第２の位置は、前記操作部材が前記ホルダの前記端部の外表面から前記長手方向に
突出する位置であり、
　前記外部ロック装置は、前記ホルダの前記端部に取り付けられる、請求項１に記載の外
部ロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、第１の電子機器が着脱自在に装着される第２の電子機器のホルダに取り付け
られる外部ロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、ポータブルコンピュータがケンジントンロックでロックされたときに、
ポータブルコンピュータに装着されているバッテリを取り外せないようにする構造を開示
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１３４５５３号公報
【発明の概要】
【０００４】
　本開示は、第２の電子機器のホルダに装着された第１の電子機器を、ケンジントンロッ
クを利用することなく、取り外し不可能とする外部ロック装置を提供する。
【０００５】
　本開示の外部ロック装置は、第１の電子機器が着脱自在に装着される第２の電子機器の
ホルダに取り付けられる。
【０００６】
　ホルダは、第１の電子機器の取り外し操作用の操作部材を備える。
【０００７】
　操作部材は、ホルダの外表面とほぼ面一となる第１の位置と、ホルダの外表面から突出
する第２の位置との間で移動可能に構成されている。
【０００８】
　ホルダは、操作部材を第１の位置から第２の位置へ移動させる操作がなされると、第１
の電子機器が取り外し可能となるように構成されている。
【０００９】
　外部ロック装置は、施錠部材と、錠部材の施錠時に施錠位置に回転し、非施錠時に非施
錠位置に回転する軸部材と、施錠部材の軸部材に結合された移動部材と、を備える。
【００１０】
　移動部材は、軸部材が施錠位置にあるとき、操作部材が第２の位置に位置することとな
る空間に移動し、軸部材が非施錠位置にあるときに、空間から退避する。
【００１１】
　本開示の技術により、第２の電子機器のホルダに装着された第１の電子機器を、ケンジ
ントンロックを利用することなく、取り外し不可能にできる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態１におけるコンピュータの斜視図であって、タブレットユニ
ットを開いた状態で示した図である。
【図２】図２は、コンピュータの斜視図であって、タブレットユニットを取り外した状態
で示した図である。
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【図３】図３は、コンピュータの斜視図であって、タブレットユニットを閉じた状態で示
した図である。
【図４】図４は、タブレットユニットの背面側の斜視図である。
【図５Ａ】図５Ａは、ホルダの斜視図であって、係合部材が第１の回転位置にある状態を
示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、係合部材が第１の回転位置にあるときの係合部材の拡大斜視図であ
る。
【図６Ａ】図６Ａは、ホルダの斜視図であって、係合部材が第２の回転位置にある状態を
示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、係合部材が第２の回転位置にあるときの係合部材の拡大斜視図であ
る。
【図７】図７は、ホルダの長手方向の右側の端部の拡大斜視図である。
【図８】図８は、ホルダの長手方向の右側の端部を一部透視状態で示した拡大斜視図であ
る。
【図９】図９は、外部ロック装置が取り付けられたホルダの斜視図である。
【図１０】図１０は、外部ロック装置が取り外されたホルダの斜視図である。
【図１１】図１１は、外部ロック装置の分解斜視図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、外部ロック装置の移動部材の動きを説明した図であり、外部ロ
ック装置の非施錠時の状態を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、外部ロック装置の移動部材の動きを説明した図であり、外部ロ
ック装置の非施錠時の状態を示す。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、外部ロック装置の移動部材の動きを説明した図であり、外部ロ
ック装置の施錠時の状態を示す。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、外部ロック装置の移動部材の動きを説明した図であり、外部ロ
ック装置の施錠時の状態を示す。
【図１３Ａ】図１３Ａは、ホルダの操作部材の移動を説明した図であり、操作部材が第１
の位置に位置する状態を示す。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、ホルダの操作部材の移動を説明した図であり、操作部材が第２
の位置に位置する状態を示す。
【図１４】図１４は、外部ロック装置のホルダへの取付方法を説明した図である（その１
）。
【図１５】図１５は、外部ロック装置のホルダへの取付方法を説明した図である（その２
）。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１４】
　なお、発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を
提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図する
ものではない。
【００１５】
　（実施の形態１）
　以下、図面を参照して実施の形態１を説明する。
【００１６】
　［１．構成］
　［１－１．概要］
　図１、図２、図３は、実施の形態１におけるコンピュータの斜視図である。図１は、タ
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ブレットユニット１００がキーボードユニット２００に装着された状態を示す。図２は、
タブレットユニット１００がキーボードユニット２００から取り外された状態を示す。図
３は、タブレットユニット１００を閉じた状態を示す。なお、図面において適宜、説明及
び理解の容易のため、方向表示を付している。この方向表示は、コンピュータ１が一般的
な利用態様で利用されるときの利用者から見たときの方向を基準として付しているが、こ
の方向でコンピュータ１が使用や配置されるべきことを意味するものではない。図１、図
２において、左右方向は、タブレットユニット１００及びキーボードユニット２００の装
置幅方向に対応する。また、上下方向は、タブレットユニット１００の装置奥行き方向に
ほぼ対応するとともに、キーボードユニット２００の装置厚み方向に対応する。また、前
後方向は、タブレットユニット１００の装置厚み方向にほぼ対応するとともに、キーボー
ドユニット２００の装置奥行き方向に対応する。
【００１７】
　コンピュータ１は、タブレットユニット１００と、キーボードユニット２００とを有す
る。タブレットユニット１００は、第１の電子機器の一例である。キーボードユニット２
００は、第２の電子機器の一例である。
【００１８】
　タブレットユニット１００は、前面１００ａ（第１の主面）に、表示部１０１を有して
いる。表示部１０１は、例えば液晶表示パネルで構成される。また、表示部１０１は、ユ
ーザのタッチ操作を受付可能なタッチパネルを有する。タブレットユニット１００の内部
には、中央演算処理装置（ＣＰＵ）、揮発性記憶装置（ＲＡＭ）、不揮発性記憶装置（Ｒ
ＯＭ、ＳＳＤ等）、通信モジュール等の種々の電子部品が収容されている。これらの電子
部品は、第１の電子部品の一例である。また、タブレットユニット１００の内部には、こ
れらの電子部品に電力を供給する着脱可能なバッテリが収容されている。タブレットユニ
ット１００の後面１００ｂには、開閉可能なカバー１０５が備えられており（図３参照）
、カバー１０５を開くことでバッテリを着脱できる。不揮発性記憶装置（ＲＯＭ、ＳＳＤ
等）には、オペレーティングシステム（ＯＳ）、種々のアプリケーションプログラム、種
々のデータ等が格納されている。中央演算処理装置（ＣＰＵ）は、ＯＳ、アプリケーショ
ンプログラム、種々のデータを読み込んで演算処理を実行することにより、コンピュータ
１における種々の機能を実現する。
【００１９】
　タブレットユニット１００の筐体は、例えばマグネシウム合金などの金属や樹脂により
形成されている。
【００２０】
　キーボードユニット２００には、ヒンジ５００を介してホルダ４００が連結されている
。
【００２１】
　キーボードユニット２００は、上面２００ａ（第２の主面）に、キーボード２０１、タ
ッチパッド２０２、操作ボタン２０３等を有する。また、キーボードユニット２００は、
タブレットユニット１００との間でデータを授受するためのインタフェースや、外部機器
を接続するための外部機器インタフェースを有する。キーボードユニット２００の内部に
は、キーボードコントローラや、タッチパッドコントローラ等、種々の電子部品が収容さ
れている。これらの電子部品は、第２の電子部品の一例である。
【００２２】
　キーボードユニット２００の筐体は、例えばマグネシウム合金などの金属や樹脂により
形成されている。
【００２３】
　図２に示すように、ホルダ４００は、キーボードユニット２００の後側の側面２００ｒ
（以下適宜「後側面２００ｒ」という）側にヒンジ５００を介して連結されている。ホル
ダ４００は、図１に示すように、タブレットユニット１００を装着できる。また、操作部
材４２０を操作することで、図２に示すように、タブレットユニット１００を取り外すこ
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とができる。
【００２４】
　ヒンジ５００は、キーボードユニット２００の後側面２００ｒ側とホルダ４００の下側
の側面４００ｄ（以下適宜「下側面４００ｄ」という）側とを連結する。ヒンジ５００に
より、キーボードユニット２００とホルダ４００とがコンピュータ１の装置幅方向（図１
の左右方向）に平行な回転軸Ａｈを中心として相対回転可能となる。なお、これは、ヒン
ジ５００が、キーボードユニット２００の後側面２００ｒ側とホルダ４００に装着された
タブレットユニット１００の下側の側面１００ｄ（以下適宜「下側面１００ｄ」という）
側とを連結しているということでもある。ヒンジ５００により、キーボードユニット２０
０とタブレットユニット１００とがコンピュータ１の幅方向に平行な回転軸Ａｈを中心と
して相対回転可能となる。例えば、ヒンジ５００は、図１のようにタブレットユニット１
００がキーボードユニット２００に対して１００度程度の角度をなして開いた状態とする
ことができる。また、ヒンジ５００は、図３に示すようにタブレットユニット１００がキ
ーボードユニット２００に対して閉じた状態とすることができる。閉じた状態は、タブレ
ットユニット１００の前面１００ａとキーボードユニット２００の上面２００ａとが近接
して対向し、ほぼ平行となる状態である。
【００２５】
　ホルダ４００には、タブレットユニット１００が装着された状態において、タブレット
ユニット１００のコネクタ１４０（図４参照）と接続されるコネクタ４６０（図５Ａ参照
）が設けられている。これらのコネクタ１４０，４６０を介して、タブレットユニット１
００とキーボードユニット２００との間で、種々の信号や電力の授受を行うことができる
。例えば、キーボードユニット２００のキーボード２０１、タッチパッド２０２、複数の
操作ボタン２０３等から出力される信号をタブレットユニット１００に出力することがで
きる。タブレットユニット１００は、これらの信号を受信し、受信した信号に基づく制御
が可能である。したがって、キーボードユニット２００にタブレットユニット１００を装
着することで、コンピュータ１をノートブック型コンピュータとして利用することができ
る。また、タブレットユニット１００単体で、タブレット型コンピュータとして利用する
ことができる。
【００２６】
　また、コンピュータ１には、タブレットユニット１００がキーボードユニット２００に
対向して閉じられた状態でタブレットユニット１００をキーボードユニット２００にロッ
クするラッチ機構７００が設けられている。ラッチ機構７００は、タブレットユニット１
００の上側面１００ｕとキーボードユニット２００の前側面２００ｆとをラッチ７１０に
よりロックするように構成されている。
【００２７】
　［１－２．ロック機構］
　本実施形態のコンピュータ１は、ホルダ４００に装着されたタブレットユニット１００
がホルダ４００から離脱するのを防止するためのロック機構を有する。以下、ロック機構
について詳しく説明する。
【００２８】
　［１－２－１．タブレットユニット側］
　図４は、タブレットユニット１００（タブレット型コンピュータ）の背面側の斜視図で
ある。タブレットユニット１００の下側面１００ｄには、被係合部１３０が設けられてい
る。被係合部１３０は、ホルダ４００側のロック機構を構成する係合部４４０の係合部材
４４３（図５Ａ参照）に係合可能である。被係合部１３０は、下側面１００ｄに、タブレ
ットユニット１００の幅方向に間隔を空けて、２個設けられている。
【００２９】
　［１－２－２．ホルダ側］
　図５Ａ、図６Ａは、ホルダ４００の斜視図である。図５Ａは、係合部材４４３が第１の
回転位置にある状態を示す。図６Ａは、係合部材４４３が第２の回転位置にある状態を示
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す。図５Ｂは、係合部材４４３が第１の回転位置にあるときの係合部材４４３の拡大斜視
図である。図６Ｂは、係合部材４４３が第２の回転位置にあるときの係合部材４４３の拡
大斜視図である。
【００３０】
　ホルダ４００は、ケース４１０と、操作部材４２０と、係合部４４０と、駆動機構（図
示せず）とを有する。
【００３１】
　図５Ａに示すように、ホルダ４００は、コンピュータ１の幅方向に延びる舟状の形状を
有し、タブレットユニット１００の下側面１００ｄ側を嵌めることが可能な凹部４００ｙ
を有する。
【００３２】
　係合部４４０は、タブレットユニット１００の被係合部１３０に係合可能に構成されて
いる。係合部４４０は、係合部材４４３を有する。係合部材４４３は、詳しくは後述する
が、ホルダ４００の上下方向に平行な回転軸心（回転軸部４４３ｂの軸心）を中心として
回転可能に構成されている。係合部材４４３は、支持部材４３１の基板部４３１ａの上面
において、ホルダ４００の長手方向（装置幅方向）に間隔を空けて、２個設けられている
。２個の係合部材４４３は、タブレットユニット１００の下側面１００ｄ側をホルダ４０
０に嵌めたときに、タブレットユニット１００の被係合部１３０と係合可能な位置関係で
配置されている。係合部材４４３は、支持部材４３１の基板部４３１ａの上面よりも上方
に突出するように配置される。
【００３３】
　係合部材４４３は、第１の回転位置にあるときに、被係合部１３０と係合する。第１の
回転位置は、係合部材４４３の係合突起４４３ａが、支持部材４３１の係合部材支持部４
３１ｂの前面及び後面から前側及び後側に突出する回転位置である。また、係合部材４４
３は、第２の回転位置に回転したときに、被係合部１３０との係合が解除される。第２の
回転位置は、係合部材４４３の係合突起４４３ａが、支持部材４３１の係合部材支持部４
３１ｂの前面及び後面から前側及び後側に突出しない回転位置である。操作部材４２０の
動きは、駆動機構を介して係合部材４４３に伝達される。係合部材４４３は、操作部材４
２０が図５Ａに示す第１の位置から図６Ａに示す第２の位置に移動されると、第１の回転
位置から第２の回転位置に回転する。
【００３４】
　［１－２－３．操作部材の配置］
　図７は、ホルダ４００の長手方向の右側の端部の拡大斜視図である。操作部材４２０は
、ホルダ４００の長手方向の右側の端部４１０ｃに配置されて、ホルダ４００の長手方向
に平行に第１の位置と第２の位置との間で移動するように構成されている。第１の位置は
、操作部材４２０がホルダ４００の長手方向の端部４１０ｃの外表面とほぼ面一となる位
置である。第２の位置は、操作部材４２０がホルダ４００の端部４１０ｃの外表面から長
手方向に突出する位置である。
【００３５】
　ホルダ４００（ケース４１０）の端部４１０ｃには、操作部材４２０に隣接して、所謂
ケンジントンロック装置の差し込み部材を差し込み可能な差し込み孔４１０ｘが設けられ
ている。そのため、差し込み孔４１０ｘにケンジントンロック装置の差し込み部材を差し
込むと、ケンジントンロック装置のボティを、ホルダ４００の端部４１０ｃ及び操作部材
４２０に近接（当接）させることができる。そのため、ケンジントンロック装置を施錠す
ると、操作部材４２０を第２の位置に移動させることが不可能となる。
【００３６】
　図８は、ホルダ４００の長手方向の右側の端部４１０ｃを一部透視状態で示した拡大斜
視図である。ホルダ４００のケース４１０の内面には、差し込み孔４１０ｘの周囲を取り
囲む補強板４９５が配置されている。補強板４９５は、鉄板またはステンレス鋼板により
形成されており、マグネシウム合金製のケース４１０の差し込み孔４１０ｘがケンジント
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ンロック装置の差し込み部材の差し込み時の当接等により欠けるのを防止する。
【００３７】
　［１－３．外部ロック装置］
　図９は、外部ロック装置６００が取り付けられたホルダ４００の斜視図である。図１０
は、外部ロック装置６００が取り外されたホルダ４００の斜視図である。本実施形態のホ
ルダ４００は、図９に示すように、オプションとして外部ロック装置６００を取り付け可
能に構成されている。
【００３８】
　外部ロック装置６００は、ホルダ４００の端部４１０ｃに取り付けられる。外部ロック
装置６００は、操作部材４２０の第２の位置への移動を規制し、これにより、ロック状態
が解除されないようにする。なお、ホルダ４００に外部ロック装置６００を取り付ける場
合には、図９のように、ホルダ４００の端部４１０ｃの底板４８０（図７参照）に代えて
外部ロック装置６００を取り付ける。
【００３９】
　図１１は、外部ロック装置６００の分解斜視図である。外部ロック装置６００は、ケー
ス６１０と、施錠部材６２０と、ワッシャ６３０と、移動部材６４０と、取付台６５０と
を有する。
【００４０】
　ケース６１０の本体部６１０ａは、施錠部材６２０が取り付けられる面を有する。この
面には、施錠部材６２０取付用の取付孔６１０ｃが設けられている。また、ケース６１０
の本体部６１０ａの側面には、操作部材移動用凹部６１０ｂが設けられている。操作部材
移動用凹部６１０ｂは、操作部材４２０の端部に設けられた操作部４２０ａが嵌まる形状
を有する。ケース６１０は、例えばマグネシウム合金により形成されている。
【００４１】
　施錠部材６２０は、キーを差し込んで回転させることで、非施錠状態と施錠状態とをと
ることができるシリンダ錠により構成されている。施錠部材６２０は、キーの回転動作に
連動して回転する軸部材６２１（図１２Ａ、図１２Ｃ参照）を有する。
【００４２】
　移動部材６４０は、取付板部６４０ａと、取付板部６４０ａに垂直な回転板部６４０ｂ
とを有し、断面略Ｌ字状の形状を有する。取付板部６４０ａは、施錠部材６２０の軸部材
６２１に固定される。移動部材６４０は、ステンレス鋼板等の金属板により形成されてい
る。
【００４３】
　取付台６５０には、ケース６１０が取り付けられる。取付台６５０は、マグネシウム合
金等の金属により形成されている。
【００４４】
　図１２Ａ、図１２Ｂ、図１２Ｃおよび図１２Ｄは、外部ロック装置６００の移動部材６
４０の動きを説明した図である。図１３Ａおよび図１３Ｂは、ホルダ４００の操作部材４
２０の移動を説明した図である。施錠部材６２０の軸部材６２１は、施錠部材６２０の施
錠時に図１２Ｃに示す施錠位置に回転し、非施錠時に図１２Ａに示す非施錠位置に回転す
る。軸部材６２１が施錠位置にあるときに、図１２Ｄに示すように、移動部材６４０（よ
り詳しくは回転板部６４０ｂ）は、操作部材４２０（より詳しくは操作部４２０ａ（図１
３Ｂ参照））が第２の位置に位置することとなる空間Ｓｐに移動する。そのため、操作部
材４２０を、操作部材移動用凹部６１０ｂの空間Ｓｐに移動させることができなくなる。
また、軸部材６２１が非施錠位置にあるときに、図１２Ｂに示すように、移動部材６４０
（より詳しくは回転板部６４０ｂ）は、操作部材４２０（より詳しくは操作部４２０ａ）
が第２の位置に位置することとなる空間Ｓｐから退避する。その結果、移動部材６４０を
操作部材移動用凹部６１０ｂ内の空間Ｓｐに移動させることができる。このように、本実
施形態では、キーボードユニット２００のホルダ４００に装着されたタブレットユニット
１００を、ケンジントンロックを利用することなく、取り外し不可能にできる。
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【００４５】
　［１－４．外部ロック装置のホルダへの取り付け］
　本実施形態では、ホルダ４００にタブレットユニット１００が装着されている状態にお
いてホルダ４００から外部ロック装置６００を取り外せないように構成している。以下、
外部ロック装置６００のホルダ４００への取付方法を説明する。
【００４６】
　図１４、図１５は、外部ロック装置６００のホルダ４００への取付方法を説明した図で
ある。
【００４７】
　まず、ホルダ４００の端部４１０ｃの底板４８０（図７参照）を、図１４のように取り
外す（図１４、図１５では取り外した状態を示している）。
【００４８】
　次に、図１５に示すように、取付台６５０をホルダ４００のケース４１０に固定する。
具体的には、取付台６５０の取付部６５０ｂ（図１４参照）を、図１５のようにケース４
１０の端部４１０ｃの下面側に位置させて、ネジ６３３（図１４参照）を取付部６５０ｂ
のネジ孔（図示せず）に挿通し、その先端部をケース４１０の端部４１０ｃの下面のネジ
孔（図示せず）に螺合する。
【００４９】
　次に、施錠部材６２０、ワッシャ６３０、及び移動部材６４０が予めアッセンブリされ
たケース６１０を、取付台６５０に固定する。具体的には、ケース６１０を、取付台６５
０の正面側に位置させ、ネジ６３１をネジ孔６１０ｈに挿通し、その先端部を取付台６５
０のネジ孔６５０ｈに螺合する。このとき、取付台６５０の取付部６５０ｂは、ケース６
１０の下面部６１０ｉにより覆われる。そのため、取付台６５０をホルダ４００のケース
４１０に固定するためのネジ６３３（図１４参照）に外部からアクセスすることが不可能
となる。
【００５０】
　次に、ネジ６３２により、ホルダ４００のケース４１０と、取付台６５０の取付部６５
０ｂと、外部ロック装置６００のケース６１０の下面部６１０ｉとを、上方から共締めす
る。これにより、外部ロック装置６００のケース６１０を取付台６５０に固定するネジ６
３１が仮に外されたとしても、外部ロック装置６００のケース６１０が取付台６５０から
外れることはない。
【００５１】
　次に、ホルダ４００の上面板４９０をネジ４９１によりホルダ４００のケース４１０に
固定する。これにより、外部ロック装置６００のホルダ４００への取付は完了する。この
とき、上記の共締め用のネジ６３２は上面板４９０により図５Ａのように隠蔽され、外部
からアクセスすることが不可能となる。
【００５２】
　ここで、ホルダ４００にタブレットユニット１００が装着されると、ホルダ４００の上
面板４９０のネジ４９１はタブレットユニット１００により隠蔽される。そのため、ホル
ダ４００の上面板４９０のネジ４９１に外部からアクセスすることができなくなる。
【００５３】
　さらに、外部ロック装置６００が施錠状態とされると、操作部材４２０の移動が不可能
となるため、タブレットユニット１００を取り外すことが不可能となる。また、タブレッ
トユニット１００を取り外すことができないため、ホルダ４００の上面板４９０のネジ４
９１には外部から一切アクセスすることができなくなる。したがって、ホルダ４００から
外部ロック装置６００を取り外すことが不可能となる。
【００５４】
　（その他の例）
　上記の例では、ホルダ４００がヒンジ５００を介してキーボードユニット２００に連結
されている例を示した。しかし、ホルダ４００はヒンジ５００を介してカーマウンタのベ
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ース部材に連結されてもよい。カーマウンタは、通常車輌に固定されるため、ホルダ４０
０を車輌から取り外すことはできない。したがって、ホルダ４００に上記の外部ロック装
置６００を設けておけば、ケンジントンロック等を利用することなく、タブレットユニッ
ト１００を、ホルダ４００を有するカーマウンタを介して車輌に固定することができる。
また、外部ロック装置６００を施錠状態とすることで、タブレットユニット１００をホル
ダ４００から取り外すことができなくなるため、実質的に車輌に固定したのと同様の状態
が生成される。そのため、タブレットユニット１００の盗難等に対するセキュリティが大
きく向上する。
【００５５】
　［２．効果等］
　本実施の形態の外部ロック装置６００は、タブレットユニット１００（第１の電子機器
の一例）が着脱自在に装着されるキーボードユニット２００（第２の電子機器の一例）の
ホルダ４００に取り付けられる。
【００５６】
　ホルダ４００は、タブレットユニット１００の取り外し操作用の操作部材４２０を備え
る。
【００５７】
　操作部材４２０は、ホルダ４００の外表面とほぼ面一となる第１の位置と、ホルダ４０
０の外表面から突出する第２の位置との間で移動可能に構成されている。
【００５８】
　ホルダ４００は、操作部材４２０を第１の位置から第２の位置へ移動させる操作がなさ
れると、タブレットユニット１００が取り外し可能となるように構成されている。
【００５９】
　外部ロック装置６００は、施錠部材６２０と、施錠部材６２０の施錠時に施錠位置に回
転し、非施錠時に非施錠位置に回転する軸部材６２１と、施錠部材６２０の軸部材６２１
に結合された移動部材６４０と、を備える。
【００６０】
　移動部材６４０は、軸部材６２１が施錠位置にあるとき、操作部材４２０が第２の位置
に位置することとなる空間Ｓｐに移動し、軸部材６２１が非施錠位置にあるとき、空間Ｓ
ｐから退避する。
【００６１】
　これにより、キーボードユニット２００のホルダ４００に装着されたタブレットユニッ
ト１００を、ケンジントンロックを利用することなく、取り外し不可能にできる。
【００６２】
　本実施の形態において、操作部材４２０は、ホルダ４００の長手方向の端部４１０ｃに
配置されて、長手方向に平行に移動するように構成されている。
【００６３】
　第１の位置は、操作部材４２０がホルダ４００の端部４１０ｃの外表面とほぼ面一とな
る位置である。
【００６４】
　第２の位置は、操作部材４２０がホルダ４００の端部４１０ｃの外表面から長手方向に
突出する位置である。
【００６５】
　外部ロック装置６００は、ホルダ４００の端部４１０ｃに取り付けられる。
【００６６】
　これにより、ホルダ４００の前面や後面側から突出させることなく、外部ロック装置６
００をホルダ４００に取り付けることができる。
【００６７】
　（他の実施形態）
　以上のように、本開示の技術の例示として、実施の形態１を説明した。しかしながら、
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本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行
った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態１で説明した各構成要素を組
み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。そこで、以下、他の実施の形態
を例示する。
【００６８】
　（１）前記実施の形態では、操作部材４２０がホルダ４００の長手方向の端部４１０ｃ
に配置されて長手方向に平行に移動するように構成される。加えて、外部ロック装置６０
０がホルダ４００の端部４１０ｃに取り付けられている。しかし、本開示の外部ロック装
置は、ホルダにその長手方向の端部以外の部分で取り付けられてもよい。
【００６９】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。したがって、添付図面および詳細な説明に記載
された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示
するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの
必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、
それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。また、上述の
実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請求の範囲または
その均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本開示は、第１の電子機器が第２の電子機器のホルダに着脱自在である電子機器におい
て広く利用可能である。
【符号の説明】
【００７１】
１　コンピュータ
１００　タブレットユニット（第１の電子機器）
１００ａ　前面
１００ｂ　後面
１００ｄ　下側面
１００ｕ　上側面
１０１　表示部
１０５　カバー
１４０　コネクタ
２００　キーボードユニット（第２の電子機器）
２００ａ　上面
２００ｆ　前側面
２００ｒ　後側面
２０１　キーボード
２０２　タッチパッド
２０３　操作ボタン
２１０　筐体
４００　ホルダ
４００ｄ　下側面
４００ｙ　凹部
４１０　ケース
４１０ｃ　端部
４１０ｘ　差し込み孔
４２０　操作部材
４２０ａ　操作部
４４０　係合部
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４４３　係合部材
４４３ａ　係合突起
４４３ｂ　回転軸部
４６０　コネクタ
４８０　底板
４９０　上面板
４９１　ネジ
４９５　補強板
５００　ヒンジ
６００　外部ロック装置
６１０　ケース
６１０ａ　本体部
６１０ｂ　操作部材移動用凹部
６１０ｃ　取付孔
６１０ｈ　ネジ孔
６１０ｉ　下面部
６２０　施錠部材
６２１　軸部材
６３０　ワッシャ
６３１　ネジ
６３２　ネジ
６３３　ネジ
６４０　移動部材
６４０ａ　取付板部
６４０ｂ　回転板部
６５０　取付台
６５０ｂ　取付部
６５０ｈ　ネジ孔
７００　ラッチ機構
７１０　ラッチ
Ａｈ　ヒンジの回転軸
Ｓｐ　空間
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】

【図１２Ｄ】
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【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４】

【図１５】
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